
手順３ 所得から差し引かれる金額に関する事項（所得控除）

申告者の令和８年１月１日時点の住所、氏名、生年月日、電話番号、個
人番号(マイナンバー)、職業又は業種を記入します。現住所と1月1日時点の
住所が違う場合は両方記入します。
申告は原則、本人が行うものです。代理人(同一世帯の親族・税理士・成年
後見人など)が提出する場合は、裏面右下の「その他の事項・備考」欄に“ 代
理提出 (代理人の氏名) (続柄) “を記入します。

⑬ 社会保険料控除
前年中にあなたや生計を一にする配偶者、その他の親族が負担すべき社会
保険料(国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料・国民年
金保険料・厚生年金保険料など）で、あなたが支払った金額を記入します。

⑮ 生命保険料控除
前年中にあなたやあなたと生計を一にする親族を受取人とする生命保険料・
介護医療保険料、あなたや配偶者を受取人とする個人年金保険料を支払
った金額を、新・旧と種類ごとに分け、それぞれの合計額を記入します。

⑯ 地震保険料控除
前年中にあなたや生計を一にする親族の地震保険料・旧長期損害保険料
を支払った金額をそれぞれ記入します。

⑰ 寡婦 ・ ⑱ ひとり親控除
寡婦もしくはひとり親に該当する場合、□をチェックします。

⑲ 勤労学生控除
勤労学生に該当する場合、□にチェックします。
勤労学生に該当する人：合計所得金額が85万円以下、かつ勤労によらな
い所得が10万円以下の生徒や学生

⑳ 障害者控除
あなたや同一生計配偶者、扶養親族のうち、障害者控除に該当する人の
氏名・障害の程度・個人番号を記入します。該当する人の要件は、裏面の
右下(ⓖ)をご確認ください。

㉑ 配偶者 ・ ㉒ 配偶者特別控除
配偶者（特別）控除を適用するとき、配偶者の氏名、生年月日、個人番
号、配偶者の合計所得金額を記入します。▶該当する人：令和7年12月

31日現在(前年中死亡の場合はその日時点)、生計を一にする配偶者で、裏
面の右下(ⓗ)の所得要件を満たす人 ※内縁関係の人、事業専従者とし
て給与を受ける人、他の人の扶養親族である人を除きます。

㉓ 扶養控除 ・ 16歳未満の扶養控除
扶養控除を適用するとき、該当の親族の氏名、生年月日、個人番号、同居
・別居、続柄、控除額を記入します。別居の場合、裏面の12も記入します。
▶該当する人：令和7年12月31日現在(前年中死亡の場合はその日時点)、生
計を一にする親族で、合計所得金額58万円以下の人 ※事業専従者とし
て給与を受ける人、他の人の扶養親族である人を除きます。

㉘ 医療費控除
別途作成した「医療費控除の明細書」等の支払った医療費等の
額と補填される金額を転記します。

手順１ 住所・氏名等 ～必ず記入してください～ 手順２ 収入金額等

事業収入（営業・農業）、不動産収入のあった人
別途作成した「収支内訳書」から以下の数字を転記します。

ア・イ・ウに事業（営業・農業）または、不動産の収入金額の計

①・②・③に事業（営業・農業）または、不動産の所得金額
※それぞれの事業毎に作成した「収支内訳書」を提出してください。

給与収入があった人
カ 給与等（収入）
源泉徴収票の支払金額の合計を記入します。専従者給与（生計を一に
する親族から支払われる給与）に該当する場合や源泉徴収票がない場合
は、裏面の中央上(ⓐ)をご確認ください。
⑥ 給与（所得）：計算方法は、裏面の左上(ⓑ)をご確認ください。

公的年金収入があった人
キ 雑 公的年金等（収入）
公的年金の源泉徴収票から支払金額の合計を記入します。

⑦ 雑 公的年金等（所得）：下表から所得を計算して記入します。※１

手順３ 所得から差し引かれる金額（所得控除の金額）

⑬・⑭ 社会保険料・小規模企業共済等掛金控除：支払金額の合計額

⑮・⑯ 生命保険料・地震保険料控除：
支払保険料等から計算した控除金額(計算方法は裏面右(ⓔ、ⓕ)参照)

⑰・⑱ 寡婦控除：260,000円、ひとり親控除：300,000円

⑲ 勤労学生控除：260,000円

㉑・㉒ 配偶者(特別)控除：裏面右下(ⓗ)参照

㉓ 扶養控除：下表より、合計金額を記入します。

㉔ 特定親族特別控除：裏面右下(ⓘ)参照

㉘ 医療費控除
「医療費控除の明細書」の医療費控除額を転
記します。

控除の種類 扶養親族の生年月日 控除額

特定扶養 平成15.1.2～平成19.1.1 450,000円

一般扶養
昭和31.1.2～平成15.1.1
平成19.1.2～平成22.1.1

330,000円

16歳未満の扶養 平成22.1.2～ 0円

老人扶養 ～昭和31.1.1 380,000円※3

※3：あなたや配偶者の直系尊属(父、母、祖父、祖母など)で、あなたま
たは配偶者と同居している場合、380,000円を450,000円にします。

⑳ 障害者控除：裏面右(ⓖ)参照

雑収入（業務・その他）・総合譲渡・一時所得のあった人
雑収入：裏面の左(©)、総合譲渡一時：裏面の左(ⓓ)をご確認ください。

生年月日 公的年金収入 (A) 所得金額

昭和36.1.1
以前生

330万円未満 A－110万円※２

330万円以上410万円未満 A×0.75－27.5万円

昭和36.1.2
以後生

130万円未満 A－60万円※２

130万円以上410万円未満 A×0.75－27.5万円

※１：表の公的年金収入の範囲を超える場合や公的年金以外の所得の
合計金額が1,000万円を超える場合、詳細版を参照してください。

※２：マイナスの場合は０円

令和８年度 市民税・県民税 申告書の書き方（簡易版）

寡婦に該当する人：
下記の「ひとり親」に該当せず、本人の合計所得金額が500万円以下で、住
民票の続柄に「夫(未届)」や「妻(未届)」等の記載がなく、下記（1）または
（2）に該当する人。
(1) 夫と死別（生死不明含む）した後、婚姻していない人
(2) 夫と離婚した後、 婚姻しておらず、 扶養親族（子を除く）がいる人

ひとり親に該当する人：
現に婚姻していない人または配偶者と死別、配偶者の生死の明らかでない
人のうち、次に掲げる要件をすべて満たす人。
(1) 生計を一にする子(他者の同一生計配偶者または扶養親族とされて

いる者を除き、前年中の総所得金額等が58万円以下に限る)がいる。
(2) 本人の合計所得金額が500万円以下
(3) 住民票の続柄に「夫(未届)」や「妻(未届)」等の記載がない人

ここに記載のない項目は、詳細版をご参照ください。

本表左上の「3.所得から差し引かれる金額に関する事項」に支払保険料の
記入があり、証明書など(生命保険料、地震保険料など)が添付されていれば
市役所で計算しますので、所得控除の金額は記入しなくても構いません。記
入する場合は、以下を参考に計算し、記入してください。

※寄附金控除の記載欄は裏面です。

群馬 桐生

織姫町１－１

080-●●●●-0000

20,000

15,000
給与源泉徴収票 5,000

40,000

15,000

30,000

✓

グンマ キリュウ

群馬 桐生 身体１
グンマ キリュウ

群馬 新里

グンマ ニイサト

45

S2.10.10
母

群馬 織姫

グンマ オリヒメ

1,500,000

2,500,000
1,500,000

500,000

200,000

100,000

1,570,000

400,000

150,000
50,000

40,000

34,500

300,000

300,000

450,000

40,000

430,000

群馬 渡良瀬

グンマ ワタラセ

子の子

子

1,904,500

【記入例】

建設業

2,670,000

150,000 10,000

600,000

1,864,500

●●●●●●●●●●●●

Ｓ63.2.29

国民健康保険

介護保険

同居

5.給与・公的年金等に係る所得以外の市民税・県民税の納税方法

給与からの天引きを希望する場合、「給与から差引き(特別徴収)」
の□にチェック、給与から天引きせず、別で納付することを希望する
場合、「自分で納付(普通徴収)」の□にチェックします。

㉔ 特定親族特別控除
特定親族特別控除を適用するとき、特定親族の氏名、生年月日、個人番
号、同居・別居、続柄、控除額を記入します。 ▶該当する人：令和7年12
月31日現在(前年中死亡の場合はその日時点)、生計を一にする年齢19歳以上
23歳未満（平成15年1月2日～平成19年1月1日以前生まれ）の親族
で、合計所得金額58万円を超え123万円以下の人（裏面の右下(ⓘ)の
所得要件を満たす人） ※事業専従者として給与を受ける人、他の人の特
定親族や配偶者特別控除の対象となっているで人を除きます。

群馬 黒保根

グンマ クロホネ

H17.1.20

H27.7.3

H23.6.5

子同居

同居

別居

31

310,000

㉕ 基礎控除：430,000円
(ただし、合計所得金額2,400万円超の人は詳細版
を参照してください。）

✓

お問合せ：桐生市役所 税務課 市民税担当
直通電話：0277-46-1045

●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●

●●●●●●●●●●●●

前年中、収入がなかった人 ⇒ 「2.所得金額」の「合計」に“０円”と記入



令和８年１月から市民税・県民税の電子申告ができるようになりました。
スマートフォンやパソコンとマイナンバーカードを利用して、ｅＬＴＡＸのサイトから所得や控除を入力し、
申告書を電子送信できます。詳しくは、市ホームページ等をご確認ください。
▶必要なもの：ＩＣカード読取機能付きスマートフォンまたはパソコン、マイナポータルアプリ、マイナンバーカード、

マイナンバーカード作成時に自分で設定したパスワード２種（数字４桁と英数字６～16桁のパスワード）、控除証明等

保険料区分 支払った保険料 D (円) 控除額 (円)

新
契
約

＜計算式1＞
・ 一般生命保険料
・ 介護医療保険料
・ 個人年金保険料

～ 12,000 全額(D)

12,001 ～ 32,000 D×0.5＋6,000
32,001 ～ 56,000 D×0.25＋14,000

56,001 ～ 28,000

旧
契
約

＜計算式2＞
・ 一般生命保険料
・ 個人年金保険料

～ 15,000 全額(D)

15,001 ～ 40,000 D×0.5＋7,500

40,001 ～ 70,000 D×0.25＋17,500
70,001 ～ 35,000

給与の収入金額 (B) (円) 給与所得金額 (円)
～ 650,999 0

651,000 ～ 1,899,999 (B) － 650,000

1,900,000 ～ 3,599,999 ((B) ÷ 4 ) × 2.8 － 80,000
※1千円未満切捨

3,600,000 ～ 6,599,999 ((B) ÷ 4 ) × 3.2 － 440,000
※1千円未満切捨

6,600,000 ～ 8,499,999 (B) × 0.9 － 1,100,000
8,500,000 ～ (B) － 1,950,000

ⓐ 給与収入があるが源泉徴収票がない方、専従者給与（生計を一にする親族から支払われる給与）

がある方 収入金額、事業所名など勤務先情報を記入してください。

契約別区分 支払った保険料 E (円) 地震保険料控除額 (円)
1.地震保険料
の場合

～ 50,000 E×0.5
50,001 ～ 25,000

2.旧長期損害
保険料の場合

～ 5,000 E
5,001 ～ 15,000 E×0.5＋2,500

15,001 ～ 10,000

１と２の両方 1で計算した金額＋2で計算した金額（25,000円が上限）

ⓔ 生命保険料控除額計算表
それぞれの保険料支払金額の計をもとに下表に従って控除額を計算します。

ⓕ 地震保険料控除額計算表

あなたの合計所得金額に基づく控除額

配偶者の合計所得金額 900万円以下
900万円超

950万円以下
950万円超

1,000万円以下

58万円以下 33万円 22万円 11万円

昭和31.1.1以前生まれ 38万円 26万円 13万円

58万円超 100万円以下 33万円 22万円 11万円

100万円超 105万円以下 31万円 21万円 11万円

105万円超 110万円以下 26万円 18万円 9万円

110万円超 115万円以下 21万円 14万円 7万円

115万円超 120万円以下 16万円 11万円 6万円

120万円超 125万円以下 11万円 8万円 4万円

125万円超 130万円以下 6万円 4万円 2万円

130万円超 133万円以下 3万円 2万円 1万円

133万円超 0万円

© ９ 雑所得（業務）・ 雑所得（その他）があった方
雑所得（業務） ：シルバー人材センター、講演料、受託契約を結んだ配送

業務などの副収入による所得が該当します。
雑所得（その他）：個人年金保険などが該当します。
▶記載方法
それぞれの種目、支払者の名称、収入金額（源泉徴収前の金額）、必要経
費を記入します。
また、収入金額を表面の雑収入（クまたはケ）に、収入金額から必要経費を
引いた金額を表面の雑所得（⑧または⑨）に記入します。

ⓓ 10 総合譲渡 ・ 一時所得があった方
総合譲渡：骨とう、貴金属、金地金などの資産の譲渡から生じる所得が該当

し、譲渡するまでの保有期間により短期と長期に分けられます。
（ 短期・・・所有期間が５年以下。 ／ 長期・・・所有期間が５年超。 ）

一時：生命保険契約の一時金や満期返戻金、賞金や競馬などの払戻金

▶記載方法
１．それぞれ該当する項目に収入金額、必要経費などを記入します。

特別控除は、総合譲渡所得(短期・長期)、一時所得で各最大50万円
（差引金額欄が50万円より少ない場合はその金額）です。

2. 所得金額(イ、ロ、ハ)を表面のコ、サ、シに、合計(ニ)を表面の⑪にそれぞ
れ転記します。

ⓑ 給与所得の計算方法

ⓗ 配偶者控除・配偶者特別控除の控除額

ⓖ 障害者控除の要件と控除額

＜所得金額調整控除１＞
給与収入が850万円を超え、次の１から３までのいずれかに該当する場合
１.自分が特別障害者に該当する ２.年齢23歳未満の扶養親族を有する
３.特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

▶計算式
(給与収入金額(1,000万円超の場合は1,000万円)－850万円)×10%

＜所得金額調整控除２＞
給与所得と公的年金等に係る雑所得があり、その給与所得と公的年金等に
係る雑所得の合計額が10万円を超える場合

▶計算式
(給与所得(10万円超の場合は10万円)＋公的年金等に係る雑所得の金額
(10万円超の場合は10万円))－10万円

下表で計算し、必要に応じて所得金額調整控除を適用した金額を表面の
⑥に記入します。

15 所得金額調整控除に関する事項
給与収入が850万円を超え、上記ⓑの所得金額調整控除の適用を
受ける人は、その対象の人の情報を記入します。

12 別居の扶養親族等に関する事項
控除対象配偶者、扶養親族、特定親族のうち、別居の人がいる場合に
記入します。

14 寄附金に関する事項
前年中に寄附金控除の対象となる寄附をした人は、寄附金額を記入
します。

控除の種類 等級や要介護の程度など 控除額

障害者
身体障害者手帳3～６級、精神障害者保健福祉
手帳２、3級、療育手帳障害の程度A以外、65歳
以上で要介護1～３

26万円

特別障害者
身体障害者手帳1、２級、精神障害者保健福祉
手帳1級、療育手帳障害の程度A、65歳以上で要
介護4、５ など

30万円

同居
特別障害者

同一生計配偶者や扶養親族が特別障害者で、あ
なたや配偶者又は生計を一にする親族のいずれかと
の同居を常とする人。

(30万円に
代えて)

53万円

令和７年12月31日現在(前年中に死亡した人は、 その死亡の日現在)、 あなたや同一
生計配偶者、扶養親族で以下の手帳などを有する場合

種類 新契約 旧契約 新・旧の合計

一般生命
保険料

計算式1で
計算した結果

・・・①

計算式2で
計算した結果

・・・②

①＋②(最高28,000円)と
②のいずれか大きい金額

・・・⑥

個人年金
保険料

計算式1で
計算した結果

・・・③

計算式2で
計算した結果

・・・④

③＋④(最高28,000円)と
④のいずれか大きい金額

・・・⑦

介護医療
保険料

計算式1で
計算した結果

・・・⑤

生命保険料控除額：

⑤＋⑥+⑦(最高70,000円)

⑥、⑦：一般生命保険料または個人年金保険料について、新契約と旧契約の両
方がある場合、「新契約と旧契約それぞれの計算式により計算した控除額の合計
（限度額28,000円）」または「旧契約のみで計算した控除額の合計（限度額
35,000円）」のいずれか高い金額

1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。

1円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。

2,500,000

桐生市織姫町1－1

㈲ ●●●●●

個人年金 ●●生命

30,000

東京都港区○－○群馬 渡良瀬

グンマ ワタラセ

【記入例】 市民税・県民税申告書 裏面

小売業

100,000 50,000

200,000 50,000報酬 ㈱▲▲

5,000
5,000

ⓘ 特定親族特別控除額

特定親族の合計所得金額 控除額

58万円超 95万円以下 45万円

95万円超 100万円以下 41万円

100万円超 105万円以下 31万円

105万円超 110万円以下 21万円

110万円超 115万円以下 11万円

115万円超 120万円以下 6万円

120万円超 123万円以下 3万円

代理提出 群馬 新里 母
(代理人の氏名)(続柄)

その他の事項・備考欄
申告は原則、本人が行うものです。やむを得ない理
由で、代理人(同一世帯の親族・税理士・成年後
見人など)が提出する場合は、 “ 代理提出 (代理
人の氏名) (続柄) “を記入します。

※合計所得金額が58万円以下の場合は扶養控除
(特定扶養の控除額45万円)になります。


